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（
経
済
産
業
委
員
会
）

商
工
会
議
所
法
及
び
商
工
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
市
町
村
合
併
の
動
き
が
加
速
す
る
中
で
、
商
工
会
議
所
及
び
商
工
会
が
商
工
業
の
実
態
に
即
し
て
円
滑
に
合

併
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
商
工
会
議
所
法
の
一
部
改
正

１

商
工
会
議
所
の
合
併
に
関
す
る
規
定
の
整
備

商
工
会
議
所
の
合
併
に
関
し
、
合
併
の
手
続
き
、
合
併
の
時
期
及
び
効
果
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

２

地
区
の
特
例

商
工
会
議
所
が
、
地
域
の
商
工
業
の
状
況
に
応
じ
て
、
市
内
の
一
部
地
域
で
の
合
併
や
飛
び
地
と
な
る
合
併
等
が
行
え

る
よ
う
地
区
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し
を
行
う
。

３

地
区
の
特
例
に
関
す
る
規
定
の
整
備

商
工
会
議
所
の
地
区
の
特
例
に
関
し
、
設
立
の
要
件
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

４

特
定
商
工
業
者
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特
定
商
工
業
者
（
地
区
内
の
商
工
業
の
実
勢
把
握
等
の
対
象
と
な
る
商
工
業
者
）
に
該
当
す
る
基
準
を
明
確
化
、
簡
素

化
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
商
工
会
法
の
一
部
改
正

１

地
区
の
特
例

商
工
会
が
、
地
域
の
商
工
業
の
状
況
に
応
じ
て
、
飛
び
地
と
な
る
合
併
等
が
行
え
る
よ
う
地
区
に
関
す
る
規
定
の
見
直

し
を
行
う
。

２

地
区
の
特
例
に
関
す
る
規
定
の
整
備

商
工
会
の
地
区
の
特
例
に
関
し
、
設
立
の
要
件
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


